
国税相談専用ダイヤルが開設

国税に関するご質問やご相談は、国税相談専国税に関するご質問やご相談は、国税相談専
用ダイヤルをご利用いただけますので、ぜひ用ダイヤルをご利用いただけますので、ぜひ
ご利用ください。音声案内が流れますので、ご利用ください。音声案内が流れますので、
ご質問ご相談内容に応じて番号を選択してくご質問ご相談内容に応じて番号を選択してく
ださい。ださい。

【 ☎ 0570【 ☎ 0570--0000--5901】 5901】 （平日8時30分～17時）（平日8時30分～17時）

〔０〕　�確定申告に関すること〔０〕　�確定申告に関すること
〔１〕　所得税〔１〕　所得税
〔２〕　�源泉徴収・年末調整・支払調書〔２〕　�源泉徴収・年末調整・支払調書
〔３〕　�譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価〔３〕　�譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価
〔４〕　法人税〔４〕　法人税
〔５〕　�〔５〕　�消費税・印紙税消費税・印紙税
〔６〕　その他〔６〕　その他

募集・手続

税 務 署 で の 確 定 申 告
を ご 検 討 の 方 へ

令和8年1月5日㈪から2月13日㈮までは、令和8年1月5日㈪から2月13日㈮までは、
税務署内に確定申告会場はありません。2 月税務署内に確定申告会場はありません。2 月
13 日㈮以前に、所得税・個人消費税・贈与13 日㈮以前に、所得税・個人消費税・贈与
税の申告相談を希望される場合には、必要書税の申告相談を希望される場合には、必要書
類をご準備いただいた上で、電話にてご予約類をご準備いただいた上で、電話にてご予約
ください。ください。予約なくお越しいただいても相談予約なくお越しいただいても相談
をお受けできませんのでご了承ください。をお受けできませんのでご了承ください。
問   東松山税務署 東松山税務署 ☎☎ 2222--0990	0990	

募集・手続

お知らせ
所得税・個人消費税・贈与税の
確定申告会場を開設します

会場    東松山市民文化センター東松山市民文化センター

期間    ２月 16 日㈪～３月 16 日㈪２月 16 日㈪～３月 16 日㈪
※土日祝を除く※土日祝を除く

時間    ９時～ 16 時９時～ 16 時

※上記期間中は、東松山税務署庁舎では申告※上記期間中は、東松山税務署庁舎では申告
相談（検算を含む）を行っていません。相談（検算を含む）を行っていません。

〇確定申告会場での相談は、国税庁 LINE 公
式アカウントによるオンライン事前予約をお
願いします。
※会場で入場整理券の当日※会場で入場整理券の当日
配付を行っていますが、当配付を行っていますが、当
日の相談枠に限りがありま日の相談枠に限りがありま
すので、ぜひオンライン事すので、ぜひオンライン事
前予約をご利用ください。前予約をご利用ください。

〇会場では、マイナンバーカード方式による
スマホ申告を基本とした相談体制としており
ます。
※マイナンバーカードと併せてパスワード※マイナンバーカードと併せてパスワード

（①署名用電子証明書 〈英数字 6 ～ 16 文字〉、（①署名用電子証明書 〈英数字 6 ～ 16 文字〉、
②利用者証明用電子証明書 〈数字 4 桁〉）が分②利用者証明用電子証明書 〈数字 4 桁〉）が分
かるようにしてお越しください。かるようにしてお越しください。

e-Tax・作成コーナーのe-Tax・作成コーナーの
操作などに関するお問合せ操作などに関するお問合せ

e-Tax・作成コーナーヘルプデスクe-Tax・作成コーナーヘルプデスク
【 ☎ 0570【 ☎ 0570--0101--5901】 5901】 （平日 9 時～ 17 時）（平日 9 時～ 17 時）

募集・手続

確定申告書等確定申告書等
作成コーナー作成コーナー

チャットボットチャットボット
（ふたば）（ふたば）

マイナポータル連携マイナポータル連携 タックスアンサータックスアンサー

国税庁国税庁
LINE 公式アカウントLINE 公式アカウント

有効期限：2026年3月31日（火）

大人通常入館料

平日880円/土日祝1,180円
（ポイント会員）土日祝1,080円

スタッフ募集中！
●仕事内容/厨房・清掃
●時間/シフト制
　お気軽に相談可◎
●時給/1,141円～
＊未経験者歓迎！
＊お気軽にお電話下さい
■契約期間の定めあり
（2025年4月1日～2026年3月31日）
■契約更新あり
（契約期間満了時の業務量、
勤務成績により判断）

みんなの国民健康保険⑥

国民健康保険は、病気やケガをしたとき、安心して医療が受けられ国民健康保険は、病気やケガをしたとき、安心して医療が受けられ
るようにみなさんで助け合う制度です！るようにみなさんで助け合う制度です！
　国民健康保険の支出の中で、多くの割合を占める保険給付（医療費）は、医療技術の高度化等　国民健康保険の支出の中で、多くの割合を占める保険給付（医療費）は、医療技術の高度化等
により、令和６年度の１人あたり医療費が、令和 5 年度と比べ約 14,000 円も多くなっています。により、令和６年度の１人あたり医療費が、令和 5 年度と比べ約 14,000 円も多くなっています。
　保険税は年間に必要とされる医療費をもとに決まる仕組みとなっており、令和８年度におけ　保険税は年間に必要とされる医療費をもとに決まる仕組みとなっており、令和８年度におけ
る保険税率は、埼玉県から示された税率を元に、現在検討中です。る保険税率は、埼玉県から示された税率を元に、現在検討中です。

被保険者お一人おひとりが、医療費適正化被保険者お一人おひとりが、医療費適正化
にご協力をお願いします。にご協力をお願いします。
① 重複受診をやめる① 重複受診をやめる
② 時間外・休日受診を控える② 時間外・休日受診を控える
③ �年に 1 回の特定健診やがん検診③ �年に 1 回の特定健診やがん検診

を受け、病気の早期発見・早期を受け、病気の早期発見・早期
治療を心がける治療を心がける

令和 2 年度令和 2 年度
330,000330,000

370,000370,000

410,000410,000

450,000450,000

490,000490,000
（円）（円）

令和 3 年度令和 3 年度 令和 4 年度令和 4 年度 令和 5 年度令和 5 年度 令和 6 年度令和 6 年度

ときがわ町国保被保険者 1 人あたり医療費の推移

広告

埼玉県市町村平均埼玉県市町村平均ときがわ町ときがわ町
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